
個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録範囲

記録情報の収集方法 収集の相手方 ☑ 本人 □ 本人以外

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等

行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集をする
個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を
することができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま
れているときはその旨

備考

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名称）三田市役所総務部総務課

（所在地）〒669-1595　兵庫県三田市三輪２丁目１番１号

－

個人情報ファイルの種別

☑　法第６０条第２項第１項
（電算処理ファイル）

□　法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当するファイル

☑　有　　　□　無

—

—

—

—

—

—

記録項目

１利用施設名　２保護者氏名　３入所児童氏名　４性別　５住所　６電話番号　７学年　８入所可否　９利
用区分　１０不許可（保留）理由　１１入所期間　１２退所日　１３休所月　１４育成料減免状況　１５育
成料金額　１６調定金額　１７金融機関・支店　１８口座種別　１９口座番号　２０口座名義人　２１整理
番号　２２口座適用日　２３口座未登録該当　２４受付区分　２５減免申請（受理）日　２６減免開始日
２７減免理由　２８時間延長期間　２９時間延長利用料　３０時間延長利用該当　３１月の在籍状況　３２
育成料督促該当　３３在籍小学校　３４時間延長利用施設　３５送迎利用該当　３６入所保留期間中の対応
３７入所を保留する児童クラブ　３８藍小・本庄小在籍児童の送迎時の乗降車場所　３９エピペン所持　４
０ひとり親該当　４１障害児該当　４２週の利用日数　４３きょうだい該当　４４育成料未納金額　４５納
付書払状況

－

児童管理簿

兵庫県三田市

子ども・未来部子ども育成課

放課後児童クラブに在籍する児童に係る事務のために利用する。

児童、保護者

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

収集の手段 申請者から提出される申請書による。

－


